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Ⅰ 第三者行為求償事務 

 

１ 国保求償権の概要 

 国民健康保険（以下、「国保」という。）で被保険者が治療を受けた時、その治

療の原因が第三者の不法行為に起因して生じたものである場合、この治療に係る

費用は、第三者による不法行為がなければ発生しなかった費用であるため、第三

者に賠償責任が生じます。  

その場合、国保は一旦保険給付を行いますが、保険給付後に第三者の過失割合

に応じた金額を第三者から回収することが必要になってきます。これは、第三者

が負担すべき保険給付費を国保が負担したままにしておくことで、第三者の行為

が無ければ、負担しなくてもよかったはずの保険給付費を、無関係の他の被保険

者が負担することとなり、第三者は本来負担すべきであった保険給付費について、

不当に利益を得ることになり、不公平な結果になってしまうからです。  

 そこで、国民健康保険法第 64 条第 1 項（高齢者の医療の確保に関する法律で

は第 58 条第 1 項が同様の規定となっています。）では、保険給付の給付事由が第

三者の行為による時は、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、

保険給付分である保険者負担分の請求権を取得すること（これを「代位取得」と

いいます。）が規定されています。  

 この保険者が取得した第三者に対する損害賠償請求権を「国保求償権」といい、

行使に係わる事務手続きを「第三者行為求償事務」と称しています。  

 

 

 

〔用語の説明〕 

◎第三者 

 保険の当事者である保険者と被保険者以外をいい、加害者がこれに該当します。 

 なお、加害者とは相手にケガをさせた方をいい、双方がケガを負った場合はお

互いが被害者であり、加害者となります。  
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２ 損害賠償請求権の法的根拠 

≪国民健康保険法第 64 条≫ 

 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を

行ったときは、その給付の価額（当該保険給付が療養の給付であるときは、当該

療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が負担しなけ

ればならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第 1 項において

同じ。）の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取

得する。 

２ 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由につ

いて損害賠償を受けたときは、保険者はその価額の限度において、保険給付を行

う責を免れる。 

３ 保険者は、第 1 項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は

収納の事務を第 45 条第 5 項に規定する国民健康保険団体連合会であって厚生労

働省令の定めるものに委託することができる。  

 

≪高齢者の医療の確保に関する法律第 58 条≫ 

 後期高齢者医療広域連合は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合にお

いて、後期高齢者医療給付（前条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同

じ。）を行ったときは、その後期高齢者医療給付の価額（当該後期高齢者医療給付

が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給

付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した

額。次条第一項において同じ。）の限度において、被保険者が第三者に対して有す

る損害賠償の請求権を取得する。  

２ 前項の場合において、後期高齢者医療給付を受けるべき者が第三者から同一

の事由について損害賠償を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その価額

の限度において、後期高齢者医療給付を行う責めを免れる。  

３ 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害

賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会であって厚生労働省令で定めるものに

委託することができる。 
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３ 第三者の範囲 

 いわゆる加害者以外にも、以下の責任を負う者も含まれます。  

◇責任無能力者を監督するもの（親権者、後見人等）  

◇使用者（事業主、雇用主等）  

◇土地、工作物等の占有者と所有者  

◇動物の占有者、保管者 

◇自賠責保険（共済）に基づく運行供用者  

◇国家賠償法に基づく国・公共団体  

◇自賠責保険（共済）に基づく損害保険会社（第三者の加入する任意保険）等 

 

４ 不法行為 ※第三者が存在しても不法行為が無ければ求償対象外です。 

 不法行為の成立要件  

◇加害者に故意又は過失があること  

◇他人の権利（利益）を違法に侵害したこと  

◇加害者に責任能力があること  

◇加害行為と損害の発生の間に因果関係があること  

 

５ 共同不法行為 

共同不法行為とは、一般に複数の人の行為が関連し、共同して一つの不法行為

を構成することをいいます。第三者各々が独立した不法行為の要件を備え、故意・

過失・責任能力・因果関係があることが必要です。なお、各行為者が共同で損害

を与えるという共同の認識はなくても、客観的に共同で関連していれば共同不法

行為の成立となります。 

※具体例 

 車両間の衝突で、同乗者や巻き添えにあった歩行者  

 複数の車両玉突き事故 

 

 

〔用語の説明〕 

◎故意 

 自己の行為により他人に損害を及ぼすことを知りながら、敢えて行うことであ

り、結果の容認があれば故意と判断される。  
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◎過失 

 自己の行為により他人の権利・利益を侵害することを知るべき立場にありなが

ら、不注意によってそれを認識せず、行為に及ぶこと。  

 

６ 代位取得の範囲 

 保険者が代位取得する損害賠償請求権の範囲は、第三者の不法行為によって生

じた損害のうち、保険者の行った保険給付の価額の限度になります。  

 まず、療養の給付については、その給付の価額に被保険者の支払った一部負担

金の価額が含まれ、被保険者の負担に係る部分の損害賠償請求権までは保険者は

代位取得ができません。従って、療養の給付の場合は一部負担金を控除した額（保

険者負担額）を代位取得することになります。  

 その他、療養費・高額療養費・傷病手当金については、その支給額そのものが

代位取得されます。代位取得されない一部負担金相当額については、被保険者に

留保され、被保険者が第三者に対して損害賠償請求することになります。  

 

７ 代位取得の成立要件 

 保険者がこの損害賠償請求権を代位取得するためには、次の三つの要件が必要

とされ、要件を満たせば保険者が行った保険給付の価額の限度において、法律上

自動的に取得することになります。  

 

① 給付事由が第三者の行為によって生じたこと 

  給付事由が第三者の不法行為による場合に国保求償権が発生します。  

② その事故に対して保険者が保険給付を行ったこと 

  第二要件として、保険者が第三者の不法行為によって生じた給付事由に対

して保険給付を行ったことが必要です。従って、被保険者が自費で診療した

場合はこれに該当しません。  

③ 当該被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が現に存在している

こと 

  第三者の不法行為により存在する損害賠償請求権が消滅してないことが

必要です。弁済・和解・示談・時効・免除等により、当該被保険者の損害賠

償請求権が既に消滅している場合、保険者は代位取得できません。  
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８ 保険給付の免責 

 保険給付する以前に、被保険者が第三者から保険給付と「同一の事由」の損害

賠償を受けた場合には、保険者は被保険者に対する保険給付を免責されます。  

これは、被保険者が同一の事故に対して損害賠償金と保険給付の二重の補填を

受けて、不当に利益を得ることがないようにしたものです。  

※被保険者が保険給付の内容とは関係の無い慰謝料等の損害賠償の支払いを受

けた場合は、保険給付の免責に該当しません。 

 

９ 第三者行為事故の発見 

 第三者行為求償事務を実施する際に前提となるのは「事故発見」です。多数の

保険給付の中から、第三者行為に関する事故分を見つけ出すのは大変手間のかか

る仕事ではありますが、保険給付の事由を把握し国保求償権の行使をするために、

以下のポイントを中心に発見に努めてください。  

（１）世帯主からの届出（後期高齢者では被保険者からの届出）  

 国民健康保険法施行規則第 32 条の 6（高齢者の医療の確保に関する法律施行規

則第 46 条）の規定に基づき、保険給付事由が第三者の行為によって生じたもの

であるときは、直ちに保険者に届け出ることが義務付けられています。  

 しかし、現状ではなかなかこの届出がされないことが多いので、広報などを通

じて届出義務の周知徹底を図ることが必要です。  

（２）レセプト点検からの発見 

 点検を行う際は、挫創・打撲・捻挫・骨折などの交通事故に伴って発生すると

思われる傷病名を点検し、疑わしいものは被保険者の世帯主に照会してください。 

 なお、救急病院・外科・整形外科等の病院に係わるものを中心に、レセプト点

検をするのも効果的です。  

（３）医療機関からの通報 

 医療機関には、通報する義務はありませんが、保険者管内の医療機関には通報

してもらうよう協力を依頼することが望ましいです。  
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（４）国保連合会からの速報 

 交通事故等の表示をされたレセプトで、国保連合会に委託をされていない分に  

ついては、「第三者傷害（交通事故等）のレセプト調査リスト」を保険者事務支援  

システム（ＸＲＬ）にて電子帳票として作成しますので、できるだけ早く確認し  

てください。該当レセプトについては、国保総合システムで未委託分を指定し抽

出できます。確認の結果、第三者行為によるものであれば、傷病届を提出するよ

う指導してください。  

（５）その他 

 テレビ、ラジオ、新聞等の報道にも注意して発見に努めてください。  

 

１０ 国保求償権の限界 

（１）症状固定 

 本来は労災用語で、「治療を継続しても治療効果が期待できず、後遺障害が残り

一部機能喪失を防止するための加療の必要性が認められる程度の状態」をいいま

す。 

 症状固定日以降の治療費については、損害賠償請求権を放棄し示談することが  

通常となりますので、国保及び後期高齢の求償もそれ以降はできません。  

（２）示談 

 示談とは当事者同士がお互いに譲歩して、その間にある争いをやめる契約をい  

います。交通事故の場合、被害者と加害者の間で損害賠償金額について争いがあ  

っても、交渉の末、一定の金額を支払う一方で、今後一切の請求をお互いにしな  

いというものです。  

 ※示談前の求償 

 示談成立以前に行った保険給付に係る損害賠償請求権の代位取得は、示談の影  

響を受けません。 

 ※示談後の求償 

 示談が成立した後に保険給付があった場合は、求償できないことが通常です。

それは示談時に今後一切の請求をしないことが合意されているからです。  

 ただし、示談後も一定期間の治療費を支払うことの取り決めがあった場合には、

当該期間までの求償は可能です。  
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（３）過失相殺 

 過失相殺とは、損害賠償義務を負う加害者と被害者との間の実質的な公平を図

るために、被害者に過失があるときはそれを考慮して、被害者が被った損害額か

ら妥当な額を減額し、加害者に損害賠償させようとするもので、その結果、過失

が相殺される限度で損害賠償請求権が消滅することになります。  

 過失割合の決定については、基本的な割合を決定し、その後個々の事故形態に

よって修正をすることもあります。  

 ※裁判実務での交通事故の過失割合については、別冊判例タイムズ 38「民事交

通訴訟における過失相殺率の認定基準」（全訂五版）がありますので参照してくだ

さい。 

（４）好意同乗 

 運転者の好意により、その車に無償で同乗することを意味します。自賠責保険

に請求した場合、好意同乗自体を理由として減額の対象にはなりません。任意保

険等では、好意同乗者に何らかの帰責事由があるときには支払いが減額されるこ

ともあります。 

（５）時効 

 国保法上の時効については、第 110 条に規定されていますが、第三者行為によ

る損害賠償請求権はこれに規定する徴収金に該当しないため、民法の規定による

こととされています。  

 

自賠責保険への被害者請求の時効 

自賠責保険への被害者請求は、通常は事故発生から３年間で時効となります。 

加害者が不明であって、その後判明したときはその時点から３年で時効となりま

す。 

※平成 22 年 3 月 31 日改定 
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2017 年 5 月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020 年 4 月 1 日に施行さ

れました。 

■改正による権利行使期間の変化 

 不法行為 債務不履行 

改正前の民法 損害及び加害者を知った

時から 3 年以内であり、

かつ、不法行為の時から

20 年以内 

権利を行使することがで

きる時から 10 年以内 

改正後の民法 

①損害賠償請求権 

一般（②を除く） 

例）事件・事故によって

被害者の物が壊されてし

まった場合 

改正前と同じ 権利を行使することがで

きることを知った時から 5

年以内であり、かつ、権

利を行使することができ

る時から 10 年以内 

②人の生命又は身体の侵

害による損害賠償請求権 

例）事件・事故によって

被害者が怪我をしてしま

った場合 

損害及び加害者を知った

時から 5 年以内であり、

かつ、不法行為の時から

20 年以内 

権利を行使することがで

きることを知った時から 5

年以内であり、かつ、権

利を行使することができ

る時から 20 年以内 

 

■生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間 

被害者又はその法定代理人が損害及び加

害者を知った時点 

時効が完成する時点 

2017 年 3 月 31 日以前 知った時から 3 年（改正前の民法適用） 

2017 年 4 月 1 日以降 知った時から 5 年（改正後の民法適用） 

※これに加え、改正前・改正後のいずれにおいても、不法行為の時から 20年の権利行

使期間の制限があります 

 （出典：法務省のホームページ） 
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Ⅱ 高知県国民健康保険等損害賠償請求事務共同処理規則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号。以下「法」と

いう。）第 64 条に規定する損害賠償請求権（以下「求償権」という。）の事務を、

高知県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）において共同処理する

ことについて必要な事項を定め、損害賠償請求事務（以下「求償事務」という。）

を円滑にすることを目的とする。  

（共同処理の範囲）  

第２条 連合会における求償事務共同処理の範囲は、次の各号に掲げるものとす

る。 

（１）保険者に対する求償速報に関すること  

（２）求償権取得の有無の確認調査に関すること  

（３）処理方法決定のための調査に関すること  

（４）第三者、自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任保険会社（以下

「保険会社等」という。）への損害賠償金の請求及び受領に関すること。  

（５）その他共同処理を必要とするもの  

（委託契約） 

第３条 連合会は、求償事務を委託する保険者との間で、求償事務委託に関する

契約（様式第 1 号）を締結するものとする。  

（速 報） 

第４条 連合会は、保険給付の事由が第三者行為によるものについて、保険者が

その事故にかかる事務をじん速かつ的確に処理するために必要な事項を調査し、

保険者に対し求償速報をするものとする。  

（委託書の提出）  

第５条 保険者は、連合会に求償事務を委託するときは、その都度損害賠償請求

事務委託書（様式第 2 号）を連合会に提出しなければならない。  

２ 前項の委託書には、その事故に係る診療報酬請求明細書の写並びに被保険者

若しくは被保険者の属する世帯の世帯主から提出された傷病届（添付書類を含む）
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及び念書、その他求償事務処理に必要な書類を添付するものとする。  

（当事者への通知） 

第６条 連合会は、保険者から委託があった場合は、当該委託に係る事故の被保

険者及び第三者（以下「当事者」という。）に対し、求償事務を受託した旨を通知

（様式第 3 号及び様式第 3 号の 2）しなければならない。  

（求償権の確認）  

第７条 連合会は、第 5 条第 2 項により提出された書類及び当事者から提出させ

た調査表（様式第 3 号の 3 及び様式第 3 号の 4）の審査を行ない、また必要に応

じ当事者、事故現場の目撃者及び所轄警察署の意見を聞いて求償権取得の有無を

確認し、保険者に通知しなければならない。  

（損害賠償額等の決定） 

第８条 連合会は、求償権を取得できたものについては、保険者と合議のうえ第

三者に対する損害賠償請求額または被保険者に対する保険給付金還付額（以下「損

害賠償額等」という。）を決定しなければならない。  

（請 求） 

第９条 連合会は、損害賠償額等を決定したときは、次の各号の区分に従って自

動車損害賠償責任保険会社の指定する自動車損害賠償責任保険損害賠償額支払請

求書、または損害賠償金支払請求書及び保険給付金還付請求書により請求しなけ

ればならない。 

（１）法第 64 条第 1 項に該当するものは第三者  

（２）法第 64 条第 2 項に該当するものは被保険者またはその世帯主  

（３）法第 64 条第 1 項に該当するもので自動車損害賠償責任保険へ請求できる

ものは自動車損害賠償責任保険会社  

（損害賠償金の送金）  

第 10 条 連合会は、損害賠償金を保険会社等から受領したときは、指定金融機

関を通じて当該保険者が指定する金融機関に振り込むものとする。  

（納入通知） 

第 11 条 保険者は、損害賠償金及び保険給付金還付金を収納したときは、納入者

氏名、収納金額及び収納年月日を遅滞なく連合会に通知しなければならない。  
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（完了通知） 

第 12 条 連合会は、委託を受けた求償事務が完了した場合は、求償事務完了通

知書（様式第 4 号）により、保険者に通知しなければならない。  

（委託の解除） 

第 12 条の２ 連合会は、最善の手段を尽くしたにもかかわらず、求償不能また

は、裁判等最終的手段によらなければならない場合は、損害賠償事務委託解除通

知書に提出のあった関係書類を添え、保険者に送付するものとする。  

（手数料） 

第 13 条 連合会は、求償事務を共同処理する費用にあてるため、求償事務を委

託した保険者から求償事務取扱手数料を徴収する。  

２ 前項の求償事務取扱手数料は、次項に定める表の左欄に掲げる計算期間の区

分の期間欄の期間中に収納した求償金額に 100 分の 8 を乗じて得た額に消費税を

加えた額（その乗じて得た額に 1 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額）とする。 

３ 前 2 項の求償事務取扱手数料は、次の表の左欄に掲げる計算期間の区分に応

じて、同表の右欄に掲げる徴収月に徴収するものとする。  

 

計 算 期 間 の 区 分 徴収月 

4 月 1 日から 9 月 30 日までに収納した求償金額に対するも

の 
10 月 

10 月 1 日から翌年 2 月末日までに収納した求償金額に対す

るもの 
3 月 

3 月中に収納した求償金額に対するもの  その都度 

 

（費用の負担区分）  

第 14 条 求償事務共同処理に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用は保険

者の負担とする。  

（１）医療機関及びその他の関係機関が発行する診断書及びその他各種証明書の

文書料。ただし、警察署の発行する交通事故証明書の文書料を除く。  

（２）訴訟に関する費用。ただし、連合会の責に属するものを除く。  
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（３）その他保険者と連合会で負担区分を明確にした費用  

（諸帳簿） 

第 15 条 連合会は、求償事務を共同処理するため、次の帳簿を備え所要事項を

記録しなければならない。  

（１）求償事務受託台帳（様式第 5 号） 

（２）保険会社等請求台帳  

（３）第三者行為事故調査処理管理簿（様式第 6 号から様式第 6 号の 3 まで） 

（４）求償事務取扱手数料賦課徴収簿  

 

（介護保険に係る求償事務）  

第 16 条 連合会は、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 21 条第 1 項に規定

する損害賠償請求権の事務を介護保険者の委託を受けて共同処理することができ

る。 

２ 第 2 条から前条までの規定及びこれらに規定する様式は、介護保険に係る損

害賠償請求権の事務について準用する。この場合において、これらの規定中「被

保険者」とあるのは、「受給者」と、「法第 64 条」とあるのは「介護保険法第 21

条」と「国民健康保険」とあるのは「介護保険」と「国保使用」とあるのは「介

護使用」と「国民健康保険被保険者」とあるのは「介護保険受給者」と読み替え

るものとする。 

（後期高齢者医療に係る求償事務）  

第 17 条 連合会は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）

第 58 条に規定する損害賠償請求権の事務を後期高齢者医療広域連合の委託をう

けて共同処理することができる。  

２ 第 2 条から前条までの規定及びこれらに規定する様式は、後期高齢者医療に

係る損害賠償請求権の事務について準用する。この場合においてこれらの規定中

「保険給付」とあるのは「医療給付」と、「法第 64 条」とあるのは「高齢者の医

療の確保に関する法律第 58 条」と、「保険給付金」とあるのは「医療給付金」と、

「国民健康保険」とあるのは「後期高齢者医療」と、「国保使用」とあるのは「後

期高齢者医療使用」と、「国民健康保険被保険者」とあるのは「後期高齢者医療被
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保険者」と読み替えるものとする。  

（細目） 

第 18 条 この規則に定めるもののほか、求償事務に関して必要な細目は、理事

長が定める。 

 

 

附則 

（施行期日） 

１この規則は、公布の日から施行し平成 21 年 4 月 1 日から適用する。  

（経過措置） 

２この規則の施行前に行われた健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年

法律第 83 号）附則第 32 条の規定によりなお従前の例によることとされた老人保

健法の規定による求償事務については、なお従前の例による。  
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第三者行為求償事務処理のながれ 

 

 

 

  

第三者 

事故証明書 

事故発生状況報告書 

確約書 

調査表 

国保連合会 

委託 

書類の送付・提出 

受託通知 

交通事故の発生 

自動車安全 

運転センター 

 

警察 

 

 

受 

付 

～ 

委 

託 

事故証明書

の発行 

後期高齢の届出書類の

送付・提出は、被保険者

の居住する市町村 

第三者行為による傷病届 

事故証明書 

調査表・事故発生状況報告書 

念書 

書類の送付・提出 

被保険者 

保険者 

代位取得通知 

 

 

 

受 

付 

～ 

委 

託 

請
求 

～ 

収
納
・
完
結 

第三者直接 任意保険 
自賠責保険 

限度額 120 万 

損害賠償金の請求・収納 

保 険 者 

損害賠償金の請求・収納 損害賠償金の請求・収納 

国保連合会 

求償金 収納・送金 

（完結）…一件書類送付 

老健から後期高齢へ移行
している場合などは請求
内容に基づき市町村と広
域連合各々へ収納・送金 
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Ⅲ 保険者における窓口事務 

 

１ 窓口での事務処理 

 求償事務をよりスムーズに行うため、慎重かつ迅速に対処をお願いします。後

期高齢者医療の場合も同様に被保険者居住市町村で窓口事務を行います。  

（１）被保険者の確認 

 事故の届出を受けた時、または事故の発生を知った時は、速やかにその事故の

被害者が被保険者であるか、確認をしてください。  

（２）代位取得の説明 

 被保険者が、その事故による被害者であることが確認できれば、本人又は世帯

主に代位取得の説明を行い、国保が立て替えた分については後日第三者から戻し

てもらうようになることを充分理解してもらってください。  

（３）事故状況の聴取と調査及び求償書類の取り付け 

 以下の内容は、今後の求償にも影響を及ぼすため、慎重に聴取し、必要に応じ

て調査を行い、求償事務に必要な書類の取り付けを行ってください。  

◇事故状況 

◇被害の程度 

◇第三者の住所、氏名、年齢、職業、自賠責保険（共済）や任意保険の加入先  

◇保険医療機関 

◇保険診療の有無  

◇示談の成否 

◇労災適応の有無 

（４）損害賠償義務者の把握 

 第三者及び使用責任者、監督義務者、共同不法行為者等、損害賠償の責任を負

う者を確認してください。  

（５）示談 

 示談をする場合は、以下の事項に注意して慎重に行うように指導してください。 

◇安易に示談、権利の放棄をしないこと。  

◇示談をするときは、必ず書面で示談書を取り交わすこと。  

◇被保険者のケガ等が治癒しているかの確認と、治癒していなければ「示談後の

保険給付分についても第三者が保険者に賠償する」等の但し書きを入れるように

指導してください。内容によっては、以後の国保求償権の消失にもつながります。  
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（６）第三者の特定ができない場合 

 保険者への届出は通常どおり行い、第三者が判明した場合は必ずその旨報告す

るよう指導し、連合会への委託については第三者の特定ができた後に行ってくだ

さい。 

 なお、ひき逃げ事故や無保険（無共済）事故、または盗難車による事故での被

害者は、自賠責保険（共済）では救済されません。この場合、被害者は「政府の

保障事業」に請求することにより救済される場合がありますので、損害保険会社

等で相談するよう助言してください。（「政府の保障事業」へ国保からの求償はで

きません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔主たる用語の説明〕  

◎無保険事故 

 加害車両に自賠責保険がかけられていなかった場合や、事故前に自賠責保険の

期限が切れていた場合のように、自賠責保険の被保険者でない者による事故をい

います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各様式の記載要領 
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（様式第 2 号） 

損害賠償請求事務委託書 国 保 
退 職 

本・被 

被 保 険 者 の 

住 所 ・ 氏 名 

住
所 

電話 

氏
名 

フリガナ 

職
業 

 

   （男・女  

才） 

 

第 三 者 の 

住 所 ・ 氏 名 

住
所 

電話 

氏
名 

フリガナ 

職
業 

 

   （男・女  

才） 

発病又は負傷の 

年 月 日 
   年   月   日 

発 病 又 は 

負傷の発生場所 
 

第三者傷害の区分 交通事故・けんか・その他（                   ） 

具

体

的

状

況 

事
故
発
生
当
時
の 

被保険者の 

申 立 
 

第 三 者 の 

申 立 
 

目撃者の意見  

被保険者の被害程度  

第三者の自賠保険 

（交通事故の場合） 

契約保険会社名  

保険証明書番号  車の種類  

委託事務の範囲  

添 付 書 類 
調査表（被・第三）、傷病届、念書、確約書 

事故発生報告書（被・第三）、交通事故証明書、示談書 

上記のとおり委託します。 
         年   月   日 

                 市 町 村 長 
                 国保組合理事長                ㊞ 
  
高知県国民健康保険団体連合会理事長                  様 

 
１ 被害者の属する世帯主から提出された傷病届（添付書類を含む）の写を必ず添付すること。 
  なお、事故証明書・事故発生状況報告書の原本があれば、それを添付すること。 
２ 当該委託事務が国保又は退職であるか区分し、右上該当欄を○で囲むこと。 

② 

① 

③ 

④ 
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（１）損害賠償請求事務委託書 

 委託をする時は、この損害賠償請求事務委託書と添付書類を随時送付してくださ

い。（後期高齢の場合は委託書を広域連合事務局で作成しますので届出のあった市町

村は書類を広域連合事務局へ送付します。）  

 委託は、速やかにお願いします。添付書類に不備がある場合は、訂正または再提

出してもらうことになります。  

 療養費や装具等を支給した場合は、連合会へ連絡してください。  

 

 ※委託書は被保険者 1 人につき 1 枚提出してください。  

 ※第三者が複数人いる場合は、「第三者の住所・氏名」欄に連記するか、委託書の

余白に記入してください。  

 ※国保の被保険者が 75 歳到達等により後期高齢の被保険者になった場合、委託書

は該当市町村と広域連合各々から提出が必要です。  

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 制度区分欄 

  国保・退職で該当するものを囲んでください。（後期高齢は別様式）  

  退職の場合は本・被どちらかを囲んでください。  

② 第三者傷害の区分欄  

  当該区分を囲んでください。  

③ 添付書類欄 

  添付している書類を囲んでください。  

④ 日付欄 

  委託日を記入してください。  

  委託者の印を押してください。  
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第三者行為による傷病届 国 保 
退 職 

本・被 

 
被保険者証の番号 

 
 

 
世 

帯 

主 

住所 
 

 

電話（  ）  － 

被 保 険 者 氏 名 
 

世帯主 

と の 

続 柄 

 男 女 
氏名 

 

 才 

発病又は負傷の 
年 月 日 

  年  月  日 
発病又は負傷 

の 発 生 場 所 
 

第三者傷害の区分 交通事故・けんか・その他（                     ） 

事故発生当時の 

具体的状況及び 

被 害 の 程 度 

 

目 撃 者 の 住 所 

及 び 氏 名 

氏 

名 

 
住 

所 

 

第三者(加害者)の 

住 所 及 び 氏 名 
氏 

名 

 
住 

所 

 

電話（   ）  － 

第三者が勤務して 

いる事業所の名称 

所 在 地 

名
称 

 

所
在
地 

 

電話（   ）  － 

診療を受けた（う 

けている）病院名 

及 び 所 在 地 

病
院
名 

 
所
在
地 

 

保険診療の有無 有・無 
保険診療を受けた 

（又は見込）期間 

自      年   月 

至      年   月 
日間 

示 談 の 状 況 

成立した・成立していない・交渉中 
 

（   年  月  日現在） 

損害賠償 
の 額 

円 

内 
 

訳 

医療費    円 

その他    円 

第三者の加入する 

自賠責保険関係 加入の有無 有・無 
契約保険会社名  

保険証明書番号  

第三者の加入する 

任意(対人)保険関係 
加入の有無 有・無 

契約保険会社名  

証 券 番 号  

上記のとおりお届けします。 

         年   月   日 

                世帯主氏名                ㊞ 
               （代筆者氏名             世帯主との続柄     ） 
           市 町 村 長                  
           国保組合理事長                   様 

 
添付書類 
１ 示談が成立しているときは、示談書の写。 
２ 損害賠償請求権が、放棄その他の理由で消滅しているときはそのことを証するに足る書類。 

① 

④ 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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（２）第三者行為による傷病届 

 傷病届の提出があった時は、被保険者に対して第三者行為による傷病届受領書を

発行し、診療を受けている保険医療機関に提出するよう指導してください。  

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 被保険者欄 

・保険種別・被保険者番号・氏名等の確認をしてください。  

② 第三者傷害の区分欄  

・当該区分を確認してください。  

③ 第三者欄 

・第三者本人の氏名・住所等確認してください。また、第三者が業務上で事故  

を起こした場合は、事業所（勤務先）の名称・所在地の確認をお願いします。  

④ 保険診療欄 

・国保の使用状況について確認してください。  

⑤ 示談の状況欄 

・当事者間の示談状況を確認してください。示談が成立している場合は示談書  

の写しを入手してください。  

⑥ 自動車損害賠償責任保険関係・任意保険（対人）関係欄  

・第三者である相手方の保険を確認してください。  

・自転車や飼い犬による傷害の場合は損害賠償保険に加入しているか確認して  

ください。 

⑦ 届出日欄 

・届出日を確認してください。  

  なお、窓口で受付した日付を必ず記載してください。 

 

 ※後期高齢での傷病届の受け付けは被保険者が在住する市町村にて行います。受

領書を発行する場合は受け付けを行った各市町村で発行して下さい。（損害保険

会社等が直接広域連合に提出する場合もあります）  
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第三者行為調査表（被保険者用） 
保険者（市町村） 

 

被保険者氏名 
フリガナ 

連絡先 
電話  

（自宅・呼出） 
 

治
療
等
の
関
係 

治療を受けた病院名 期  間 国保・後期高齢者医療使用の有無等 

  年 月 日～ 年 月 日 有・無 入院・通院 

  年 月 日～ 年 月 日 有・無 入院・通院 

  年 月 日～ 年 月 日 有・無 入院・通院 

治 療 の 経 過 治療中  ・  治ゆ  ・  中止  ・  死亡 

まだ治療中であれば見込 年  月ごろまで 入院 ・ 通院 治療を要する 

一部負担金の支払 
・自分で支払った ・相手が支払った ・まだ払ってない 

（・自分が契約する・相手が契約する）任意保険が支払った 

当
面
の
対
応
に
つ
い
て 

１．相手の任意保険が対応する 契約先          担当 

２．自分の任意保険が対応する 
  人身傷害補償保険 ・有・無 

契約先          担当 

３．自賠責保険へ請求する （下の自賠責保険関係欄に記入してください） 

４．まだ決まっていない  

５．その他  

  （４または５の場合は特徴的なことを記入して下さい。）  

示
談
関
係 

 ※該当を○で囲んでください（   月   日現在） 

 ・成立している         成立年月日    年    月    日 

 ・成立していない 

 ・交渉中            （成立すればただちに連絡してください） 

 ※成立している場合、その内容を記入または、示談書の写しを添付してください。 

 

免許証 もっている ・ もっていない 酒 飲んでいた ・ 飲んでいなかった 

自
賠
責
保
険
関
係 

 ※自賠責保険への被害者請求について（該当を○で囲んでください。） 

 ・請求済   （下記も記入してください） 

        仮 渡         円 
        内 払         円 （   回） 
        本 請 求         円 （    月    日ごろ） 
 ・未請求 
           月ごろ請求する予定（請求する前にかならずご連絡ください） 

第三者自宅電話 （     ）    ― 

第三者の勤務先  電話  

  ※記入については、現在分かっている範囲で記入してください。 

① 

② 

③ 

④ 
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（３）第三者行為調査表（被保険者用） 

 被保険者から傷病届けがあれば、この調査表にも記入、提出をしてもらってくだ

さい。 

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 治療等の関係 

・治療期間とその間の国保使用の有無について確認してください。  

 ・国保を使用せずに治療が終了していれば、損害賠償請求権はありません。  

 ・一部負担金の支払を誰が（どこが）したか確認してください。  

② 当面の対応について  

・保険会社等が対応しているか、どちらが契約する保険会社か、等の情報は処理方

法を決定する上で重要な情報です。また担当者がいるかどうかも重要な情報です

ので確認してください。 

③ 示談関係について  

・示談が成立していれば、その年月日と内容を確認して、示談書の写しがあれば

添付をしてください。  

④ 自賠責保険関係について 

・任意保険がない場合、または任意保険の担当者が一括処理をしていない場合は、

自賠責保険への請求となりますので、請求の有無・予定について記入をしてくだ

さい。 
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第三者行為調査表（第三者用） 
被保険者 

加入者 
 

被保険者氏名 フリガナ 

連絡先 
電話  

（自宅・呼出） 
 

自
賠
責
保
険
関
係  

契約先  証明書番号  

保険契約者住所  氏名  

保 有 者 住 所   氏名  

運 転 者 住 所   氏名  

車種別  登録番号  車台番号  

保 険 期 間  自   年   月   日 ～ 至   年   月   日 

  ※自賠責保険への請求について（該当を○で囲んでください。） 

  ・請求済 

           本 請 求         円（   月   日ごろ） 

  ・未請求 

        月ごろ請求する予定（請求する前にかならずご連絡ください） 

任
意
保
険 

有 ・ 無 契約先  保険金額      万円 

証 券 番 号  

保険契約者住所  

保 険 期 間  自    年    月    日  ～  至    年    月    日  

一 括 処 理 ・している （担当           氏）      ・していない 

示
談
関
係 

 ※該当を○で囲んでください（   月   日現在） 

 ・成立している         成立年月日    年    月    日 

 ・成立していない 

 ・交渉中            （成立すればただちに連絡してください） 

※成立している場合、その内容を記入または、示談書の写しを添付してください。 

免許証 もっている・もっていない 酒 飲んでいた ・ 飲んでいなかった 

 
  ※記入については、現在分かっている範囲で、記入できる範囲全てに記入してください。 

 

 

 

 

① 

③ 
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（４）第三者行為調査表（第三者用） 

  双方からの意見・主張を聞くため、被保険者からだけでなく、第三者側にも提

出を求めてください。 

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 自賠責保険関係 

・第三者本人の自賠責保険の契約先・保険期間等について記入してください。ま

た、自賠責保険への請求の有無・予定についても確認をしてください。  

② 任意保険について  

・任意保険の有無・契約先・一括処理の担当者がいる場合は担当者名の記入も  

お願いします。 

③ 示談関係について  

・示談が成立していれば、成立年月日と示談内容を記入、または示談書の写し  

を添付してください。  

 

 



- 25 - 

 

事 故 発 生 状 況 報 告 書 
◎別紙事故証明書に補足して下記のとおり報告いたします。 

甲 氏名  乙 氏名   

速 度 甲 車   ㎞/h（制限速度   ㎞/h） 
甲  車 

以外の車 
   ㎞/h（制限速度   ㎞/h） 

道路状況 見通し 
良い 

悪い 
道路幅 甲  車（    ｍ） 

甲  車 

以外の側 
（    ｍ） 

信号又は 
標  識 

信号   有 ・ 無 
一時停止 

標  識 
有 ・ 無 その他の標識（        ） 

事
故
現
場
に
お
け
る
自
動
車
と
被
害
者
と
の
状
況
を
図
示
し
て
く
だ
さ
い 

         

                

                

                

                

             
 
 

甲車 

 

甲車以外

の車 

 

進行方向 

 

信号 

 

一時停止 

 

人間 

 

自転車 

バイク 

  

               

               

               

               

               

               

               

               

             

上
記
図
の
説
明
を
書
い
て
く
だ
さ
い 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年   月   日 

    報告者 甲との関係（      ） 

        乙との関係（      ）   氏名         ㊞ 

※甲・乙については交通事故証明書の、甲・乙に合わせていただくか、事故証明書の内容が不明の場合は、どちらを甲とし

てもかまいません。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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（５）事故発生状況報告書 

 この報告書は、第三者側と過失割合等の交渉を行う際の基礎となる書類ですので、

事実に基づき公正に作成するよう説明してください。  

 また、双方からの意見・主張を聞くため、被保険者側からだけでなく、第三者  

側にも提出を求めてください。  

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 当事者欄 

・甲か乙かについては、交通事故証明書の甲・乙に合わせていただくか、事故証明

書の内容が不明の場合は、どちらを甲としても構いません。  

② 速度・道路状況・信号又は標識欄  

・分かる範囲で記入してください。  

③ 状況略図欄 

・現場付近の道路（道路幅）、その他（信号・一時停止・一方通行・標識・横断  

歩道・歩道等）の状況、また甲車・乙車の動きと衝突地点、位置が明記されて  

いるか点検してください。  

④ 説明欄 

・上記の略図に記入された内容の説明が、分かりやすく的確に説明されている 

か点検してください。  

⑤ 報告者欄 

・提出年月日、甲・乙との関係、報告者の氏名の記入および押印を確認してく  

ださい。当事者が記入できない場合は、家族が記入しても差し支えありません。  
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国民健康保険 

念 書 
 

       年    月    日（               ）において

（             ）の不法行為により（          ）の被った保

険事故について、国民健康保険法による保険給付を受けた場合は、私が加害者に対して有

する損害賠償請求権を国民健康保険法第６４条第１項の規定によって保険者が給付の価

額の限度において取得、行使し、かつ賠償金を受領することに意義のないことをここに書

面をもって申し立てます。 

 なお、併せて下記の１、２及び３については遵守することを誓約し、４、５、及び６に

ついては同意します。 

 

記 

 

１ 加害者と示談を行おうとする場合は必ず前もって貴職にその内容を申し出ること。 

２ 加害者に白紙委任状を渡さないこと。 

３ 加害者側から金品を受けた時は受領年月日、内容、金額（評価額）をもれなく、かつ遅滞

なく貴職に届け出ること。 

４ 保険事故により受診した医療機関等から、保険者及び国保連合会が事故に関する診療状況

等について説明を受けることに同意します。 

５ 保険事故により請求及び受領した金額（内訳を含む）を損害保険会社等から、保険者及び

国保連合会が情報を受けることに同意します。 

６ 保険事故に関する損害賠償請求権行使（国民健康保険法第 64 条第１項）の資料として、

診療等の報酬明細書の写しを保険者及び国保連合会が損害保険会社等に対して使用する

ことに同意します。 

 

       年   月   日 

                 住所                  

 

                氏名                印 

 

             市 町 村 長 

             国保組合理事長             様 

① ② 

③１ ④ 

⑤１ 
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（６）念書 ※被保険者に記載してもらう書類です。 

 保険者が代位取得した求償債権を確保するために、被保険者に誓約させるもので

あり、被保険者に念書の趣旨・内容を理解してもらってください。  

 また、被保険者が未成年および心神喪失者の場合は、親権者又は世帯主に提出を

求めてください。  

 

 ※１～３については遵守するよう説明してください。示談の内容によっては保険

者が第三者に請求できなくなる場合があります。  

 ※４～６の事項は求償事務が円滑に進むよう、被保険者に対し趣旨の理解と同意

を求めてください。  

 ※連合会へは必ず原本の提出をしてください。被保険者にはコピーを渡してくだ

さい。 

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 事故の年月日 

② 事故の発生場所 

③ 第三者氏名 

④ 被保険者氏名 

⑤ 提出年月日、被保険者の住所・氏名が記入されており、押印されているかどうか

点検してください。  
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確 約 書 

 

 下記の事故による受傷者が貴       の国民健康保険により診療を受けて（受

けることになって）おりますが、この診療に要する医療費については、国民健康保険法

第 64 条の規定により、給付の価額の限度で受傷者が私に対して有する損害賠償請求権

を取得した貴       からの損害賠償請求に基づき、損害賠償することを確約い

たします。 

       年   月   日 

 

        支払義務者  住所 

               氏名                ㊞ 

                （電話） 

 

        連帯保証人  住所 

               氏名                ㊞ 

                （電話） 

 

   市 町 村 長 

   国保組合理事長                     様 

記 

被保険者住所 

（受傷者） 

 
氏名  

生年 

月日 

年 
 

月  日 

第三者の住所  氏名  
支払義
務者と
の関係 

 

発病（負傷） 

年 月 日 
    年  月  日 原因 １交通事故・２けんか・３その他 

事故発生 

場  所 

 

  

市 町 村 

国保組合 

市 町 村 

国保組合 

① 

② 

国 

保 
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（７）確約書 ※第三者側に記載してもらう書類です。 

 確約書は、念書と同様に保険者の代位取得した求償債権を確保するために第三者

側に誓約させるものであり、確約書の趣旨を十分説明して、後日支払いをしなけれ

ばならないことを第三者側に理解してもらってください。  

 自賠責保険のみの交通事故や、けんか及び傷害事件等において確約書が取れない

場合は、過去の例から求償が非常に困難になることが予想されますので、必ず取り

付けるようにしてください。  

 なお、事故状況から、第三者が複数の場合には、第三者ごとに提出してもらって

ください。 

 また、被保険者が未成年および心神喪失者の場合は、親権者又は世帯主等に記名・

押印・提出を求めてください。  

 

 ※連合会へは必ず原本を提出してください。第三者にはコピーを渡してください。

（２部複写の様式は 1 部を第三者に渡してください。）  

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 支払義務者欄 

  提出年月日、第三者に記入してもらってください。  

② 連帯保証人欄 

・第三者と生計を共にしていない者の住所・氏名を記入してもらってください。  

 ・第三者が業務上で起こした事故の場合は、事業所の住所・名称・事業主の氏  

名を記入してください。 

 ・任意保険会社が一括処理を行う場合は、任意保険会社名・担当者名の押印で  

も構いません。 

③ 発病（負傷）原因欄  

・該当理由を囲んでください。  
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〒                       交 通 事 故 証 明 書 
申 住所                  

請                     

者 氏名                  

 

事故照会 
番  号 署 第    号 甲・乙     との続柄 本人・代理人 

発生日時      年    月    日    時    分ころ 

発生場所  

甲 

住  所 (TEL                      ) 

備   考 

甲・乙以外の当事者 

無 

フリガナ 
氏  名 

 
生年 
月日 

年   月   日 
（   歳） 

 車  種  
車 両 
番 号 

 

 

自 賠 責 
保険関係 

 
証明書 
番 号 

 

事故時の 
状  態 運転・同乗（運転者氏名       ）・歩行・その他 

乙 

住  所 
(TEL                      ) 

フリガナ 
氏  名 

 
生年 
月日 

年   月   日 
（   歳） 

 車  種  
車 両 
番 号 

 

自 賠 責 
保険関係 

 
証明書 
番 号 

 

事故時の 
状  態 運転・同乗（運転者氏名       ）・歩行・その他 

事故類型 

人
対
車
両 

車両相互 車両単独 
踏 

 

切 

・
調
査
中 

不 
 

明 

正
面
衝
突 

側
面
衝
突 

衝 
 

突 

出
会
い
頭 

接 
 

触 

追 
 

突 

そ

の

他 

転 
 

倒 

路
外
逸
脱 

衝 
 

突 

そ

の

他 

 

上記の事項を確認したことを証明します。 
   なお、この証明は損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明ら 

かにするものではありません。 

             年   月   日 

         自動車安全運転センター 

          高 知 県 事 務 所 長       印 

 

証明番号  ②照合記録簿の種別 人身事故 
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（８）交通事故証明書 

 交通事故証明書は、事故発生場所の所轄警察署の事故処理に基づき、後日「自動

車安全運転センター」で発行されます。  

 

  ※自動車安全運転センター高知県事務所  

    〒７８１－２１２０  

    高知県吾川郡いの町枝川１６５  

    ＴＥＬ ０８８－８９２－５２２１  

 

≪交通事故証明書の申し込み方法≫  

◇自動車安全運転センターに申請するか、最寄りの郵便局から郵便振替の方法で  

も申し込めます。（申し込み用紙は警察署や交番で入手できます）  

◇郵便振替で申し込んだ場合、交通事故証明書が届くまでに約 10 日程度かかり  

ます。 

◇証明書 1 通につき、800 円の手数料が必要です。  

（郵便振替の場合は別途払込手数料も必要です）  

※第三者が不明の場合でも発行されます。  

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 交通事故証明書は、原則「原本」の提出を求めてください。ただし、任意一括  

処理等の場合は写しでも構いません。  

② 照合記録簿の種別欄が、「人身事故」になっているか、確認してください。  

「物件事故」の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出を求めてくだ  

さい。※自賠責保険（共済）に請求する際に必要な書類です。 
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  ○交通事故概要記入欄 

 （物件事故扱いの交通事故証明書にお名前が記載されている場合は、以下の項目は記載不要です。） 

発生年月日時 
           午前 

  年  月  日  午後  時  分頃 天候 

発生場所  

  

住所              電話 （  ） 

氏名  生年月日 
 

   年 月 日(  )才 

    

 
 人身事故証明書入手不能理由書  

       保険会社 御中 

■ 人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由を教えてください。 

（人身事故扱いの交通事故証明書が添付されていても、被害者の方のお名前がない場合は、記入してください。） 

理由 

※ 該当する項目 

に○印をしてく 

ださい。 

※ 複数に該当す 

る場合は、すべ 

てに○印をして 

ください。 

○受傷が軽微で、検査通院のみ（予定を含む）であったため 

○受傷が軽微で、短期間で治療を終了した（もしくは終了予定の）ため 

○公道以外の場所（駐車場、私有地など）で発生した事故のため 

○事故当事者の事情（理由を具体的に記載してください。） 

 【理由】 

○その他（理由を具体的に記載してください。） 

 【理由】 

◆ 警察へ、事故発生の届出を行っている場合には、以下に記載してください。 

届出警察 
警察    担当官 

(判明している場合) 
届出年月日 年  月  日 

   裏面へ ☞   交通事故証明書が発行されていない場合、または発行されている交通事故証明書にお名前が 

          ない場合に限り、裏面の事故当事者、発生日時、発生場所等を記入してください。 

 

■ 人身事故の事実を確認するため、関係者の記名・押印をお願いします。 

◆上記理由により人身事故証明書は取得していませんが、人身事故の事実に相違ありません。 

○当事者 

○目撃者 

○その他（    ） 

※該当する項目に 

    ○印をしてください 

住 所 〒         記入日  年  月  日 

                           

氏 名                      ○印  

電話    （   ）                

（注）当欄は、賠償を求める側が、直接、自賠責保険に請求（法第 16 条請求）する場合には、保険契約者側（契約 
   者、運転者など）の方、または目撃者の方がご記入ください。賠償をした側が請求（法第 15 条請求）する場 
   合には、賠償を受けた側の方、または目撃者の方がご記入ください。 

                                                        
 
（保険会社使用蘭）該当する□のすべてに✓する。 

  □人身事故としての警察への届出の必要性について、説明しました。 

  □請求関係書類の確認により、または以下の調査・確認により人身事故の事実に 
   相違ないことを確認しました。 

◆確認日 ◆確認先 ◆確認方法 

年 月 日 

年 月 日 

年 月 日 

□病院□目撃者□運転者□被害者□修理工場□その他（  ） 

□病院□目撃者□運転者□被害者□修理工場□その他（  ） 

□病院□目撃者□運転者□被害者□修理工場□その他（  ） 

□電話□文書□面談 

□電話□文書□面談 

□電話□文書□面談 

◆その他・特記事項 

 

 【事案情報 被害者名：         事故日：    年  月  日】 
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（９）人身事故証明書入手不能理由書 

 交通事故証明書の右下欄が「物件事故」となっている場合、又は交通事故証明  

書が無い場合は、原則として自賠責保険（共済）に請求できないため、「人身事故 

証明書入手不能理由書」の取り付けが必要です。  

 

≪主な点検事項とポイント≫  

① 原則として第三者に記入してもらう書類ですが、被保険者の過失割合が高い 

等の理由で、第三者に記入してもらえない場合は、被保険者の記名・押印でも構い

ませんが、第三者に記入してもらえなかった理由を理由欄に記載してください。 

② 交通事故証明書が無い場合や、交通事故証明書があっても被保険者の情報が載  

っていない場合は、裏面も記入してもらってください。  
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参考：第三者行為傷病届等の提出支援にかかる覚書の締結  

 

高知県においては平成 28 年 3 月 22 日付で損害保険関係 6 団体の代表である一

般社団法人日本損害保険協会と覚書を締結（令和 3 年 7 月 1 日付で一部内容、様式

変更のため再締結）し、任意保険等使用事案において国民健康保険又は後期高齢者

医療制度が利用された場合の手続きについて定め、適正な利用を促進し、併せて第

三者行為による傷病届の提出を確実なものとして求償漏れをなくし、財政の健全化

を図ることを目的として、平成 28 年 4 月 1 日より運用を実施しています。  

この覚書の締結により、平成 28 年 4 月 1 日以降は、第三者の加入する任意保険

及び被保険者が加入している任意保険（人身傷害補償保険）が対応する事案につい

ては、被保険者に代わり保険会社が傷病届の届出を行っています。その場合の任意

保険会社が使用する様式を参考に示します。  

 

・第三者行為による傷病届  

・事故発生状況報告書  

・同意書 

・人身事故証明入手不能理由書  
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        Ⅳ 国保連合会における事務 

 

 国保連合会では、保険者から求償事務の委託を受け、以下の事務処理を行ってい

ます。 

１ 処理方法の決定 

 保険者から委託のあった書類について点検を行い、損害賠償請求先、処理方  

針を決定します。  

２ 代位取得の通知 

 被保険者に対して保険者（市町村等）より委託を受けた旨の通知（代位取得）  

を行い、第三者に対しては損害賠償請求権の委託を受けたことを知らせる通  

知（受託通知）を行います。（様式第 3 号および様式第 3 号の 2） 

３ 損害保険会社等に対する調査請求 

 ◇請求先が自賠責保険の場合、請求状況を自賠責保険会社に照合し、遅滞なく  

請求します。 

 ◇任意保険会社に請求する場合、任意保険会社の担当者と過失の割合について  

協議し、治療が終わり次第、請求します。  

 ◇第三者直接請求の場合、状況調査を行い、損害賠償額を決定し請求します。  

４ 医療機関との連絡 

  治療状況やレセプトの事故分点数の確認を行います。  

５ 保険者との調整 

 ◇自賠責保険で、損害賠償請求額と損害保険会社からの支払額に差額があると  

きには、その理由を保険者に連絡し、今後の処理方法について協議します。  

 ◇任意保険や第三者等については、過失割合等を保険者と合議のうえ、損害賠償

額等を決定します。 

 ◇請求した事案は１ヶ月ごとにまとめて請求通知書にてお知らせします。  

６ 求償金の送金 

  収納した求償金は、翌月の 10 日にまとめて保険者の指定する金融機関に国保・

退職、老健別で送金します（後期高齢は広域連合に送金）。なお、指定公費該当分

として収納した額は送金せず本会にて直接変換処理を行います。  

７ 完了通知 

  求償事務が完結した委託案件については、求償事務完了通知と合わせて翌月の

5～6 日頃に保険者に送付します。  
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８ その他 

  各種データを作成し、保険者（市町村等）に送付します。  

 

国保連合会から保険者への送付文書等 

※毎月送付するもの  

毎月の日程 文  書  名 内   容 

5 日頃 求償事務完了通知 
前月に求償事務が完結した委託案件

分の通知書 

5 日頃 
第三者行為求償金送金通知書 

（国保・退職・老健・後期高齢） 

前月に収納した金額を各保険者へ送

金する明細書 

初めて入金された事案には請求明細

を添付、その他状況に応じて調査日誌

を添付 

5 日頃 
第三者行為求償金請求通知書 

（請求明細・調査日誌添付） 

前月に請求した案件の一覧表とその

詳細 

 

※保険者事務支援システム（ＸＲＬ）に作成するもの  

毎月の日程 メニュー・帳票名等 内   容 

10 日頃 

 

電子帳票管理 

第三者求償調査リスト 

未委託で、レセプトの特記事項欄に

「交」又は「10 第三」等の表示のある

もの・第三者傷害『交通事故等』のレ

セプト調査リスト 

10 日頃 

電子帳票管理 

第三者求償調査リスト 

（求償事務受託分） 

受託している被保険者全てのレセプ

トを抽出したもの・第三者傷害『交通

事故等』のレセプト調査リスト 

 

※国保総合システムに公開するもの  

毎月の日程 メニュー・帳票名等 内   容 

10 日頃 

給付記録確認・修正 

【各種検索】 

色付箋→黄緑 

枝番→200 

未委託で、レセプトの特記事項欄に

「交」又は「10 第三」等の表示のある

もの・第三者傷害『交通事故等』のレ

セプト 

10 日頃 

給付記録確認・修正 

【各種検索】 

色付箋→黄緑 

枝番→100 

受託している被保険者全てのレセプ

ト・第三者傷害『交通事故等』のレセ

プト（求償事務受託分） 
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※年度中に数回送付するもの  

日程 文 書 名 内   容 

10 月と 4 月（翌

年）の 10 日頃 

第三者行為求償事務受託・

収納状況表 
当該年度中の状況把握リスト 

3 月 
3 月期第三者行為求償金収

納状況速報 

年度末求償金の収納状況報告 

（15 日・23 日・31 日） 

4 月 
第三者直接請求収納状況

表 

分割案件について出力し収納が

なければ送付いたしません 
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「第三者直接請求収納状況表」の作成とレイアウト 
 

○ 第三者直接収納状況を各年度別・各月別の内容で各保険者毎として各制度毎（国保・

退職・老健）あるいは全体分として出力する。 

 

第三者直接請求収納状況表（    年度 4月 1日～3月 31日） 

 

 

保険社名 ○○市 

制度区分 国保 

 

受 付 番 号 4050008 

被保険者氏名 国保 太郎 

被保険者番号 1-213-4 受給者番号  生年月日 S.32．2.1 性別 男 

住 所 〒780-0000 高知県○○市 1-1 

事 故 日 昭和 55年 06月 08日  03時 30分頃 

事故発生場所 高知県○○市 2-1 

 

第三者氏名 健保 一郎 

第三者住所 〒780-0000 高知県○○市 4-40 

 

請求収納状況 

請求年月日 求償金額 収納年月日 収 納 額 残 額 備 考 

S59.04.02 847,572円 前回分まで 752,000円 95,572円  

  H14.04.16 3,000円 92,572円  

  H14.04.16 3,000円 89,572円  

  H14.06.14 3,000円 86,572円  

  H14.06.14 3,000円 83,572円  

  H14.08.15 3,000円 80,572円  

  H14.10.15 3,000円 77,572円  

  H14.10.15 3,000円 74,572円  

  H14.12.13 3,000円 71,572円  

  H14.12.13 3,000円 68,572円  

  H15.02.14 3,000円 65,572円  

  H15.02.14 3,000円 62,572円  

  H15.03.17 3,000円 59,572円  

      

      

      

      

範囲内合計   36,000円   

 

該当年度の収納状況を、保険者の

希望により、半年計またはその都

度打ち出し可能 

先
頭
行
に
初
回
の
請
求
年
月
日
及
び
求
償
金
額
と
前
回
分

ま
で
の
収
納
状
況
が
表
示
さ
れ
る 

その都度の残額が

表示される 

当該年度の指定範囲内

の収納合計額 
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    年度第三者行為求償事務受託・収納状況表 
頁：1 

     年 月 日 現在                           対象： 《全状況分》     保険者： 

 

被保険者番号 
制度 受付番号 被保険者名 受託日 事故日 加害者名 

過失 

割合 

請求先自賠責名 自賠請求日 自賠請求額 自賠収納日 自賠収納額 請求 

方法 

直接請求日 直接請求額 
完了日 

自賠責時効日付 直接時効日付 

受給者番号 請求先任意保険名 任意請求日 任意請求額 任意収納日 任意収納額 直接収納日 直接収納額 任意時効日付 基本時効日付 

 
国保 3590004  S60.01.09 S59.12.25  0 

     
分納 

S61.05.02 2,849,991  S61.12.24 終了 H17.02.19  

      H14.02.20 215,000  H17.02.19  H17.02.19  

 
       

     
 

       

             

 
国保 4070031  H07.07.05 H07.05.27  0 

     
通常 

H12.05.30 824,223  H09.05.26 終了 H15.06.15  

      H12.06.16 1,000  H15.06.15  H15.06.15  

 
国保 4120044  H12.05.08 H12.03.25  20 

 H12.06.22 664,555 H13.05.26 308,089 
分納 

H13.07.25 516,728  H14.03.24  H17.02.24  

      H14.02.05 60,000  H17.02.24  H17.02.24  

 
国保 4120387  H13.02.13 H12.12.06  0 

 H13.03.06 1,063,501      委任完了     

        H13.05.25   H14.12.05  

 
国保 4120418  H13.03.19 H12.05.29 

 
0 

 H13.05.15 78,632 H13.05.30 78,632 
 

  委任完了     

        H13.05.30   H16.05.26  

 
       

     
 

       

             

 
       

     
 

   H15.11.03  H16.11.03  

         H16.11.03  H16.11.03  

 
国保 4130276  H13.12.05 H13.10.19   

     
 

   H15.10.18  H16.10.18  

         H16.10.18  H16.10.18  

 
国保 4130335  H14.02.04 H14.01.16   

     
 

   H16.01.15  H17.01.15  

         H17.01.15  H17.01.15  

 
国保 4130357  H14.02.04 H14.03.04   

     
 

   H16.01.08  H17.01.08  

         H17.01.08  H17.01.08  

 
国保 4130383  H14.02.08 H14.02.08   

     
 

   H13.12.10  H14.12.10  

         H14.12.10  H14.12.10  

  
      

     
 

       

             

 
       

     
 

       

             

 
       

     
 

       

             

 
    

 
  

     
 

       

             

 
       

     
 

       

             

 
       

     
 

       

             

 
       

     
 

       

             

 
       

     
 

       

             

 
       

     
 

       

             

「国保」・「退職」・「老健」 

の制度区分 

上段…国保・退職・国保老健の被保険者番号 

下段…社保老健の受給者番号 
自賠責から収納され、 

委任完了したもの 

委任されているが、被保険者治療継続中で給付総額が未確定のため

請求行為に至っていないもの 

自賠責に請求したが、被保険者過失大の

為、第三者無責となり損害賠償が発生しな

くなったため委任完了したもの 

第三者直接請求・収納欄 

請求権の消滅時効日欄 
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事 務 連 絡 

 年 月 日 

 

国保求償事務担当者様 

 

高知県国民健康保険団体連合会 

求償係 

 

 

3月期第三者行為求償金収納状況（速報） 
 

 

【3/ ～3/ 日までの収納明細】 

収納日 収納額 被保険者名 制度 収納方法 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合 計     

 

 ※送金は    年  月  日を予定しております。 
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Ⅴ 参考資料 

１ 自賠責保険と自動車保険（任意保険）の相違 

項目 自賠責保険 自動車保険（任意保険） 

基本的相違点 

◇自動車損害賠償保障法（以下

「自賠法」とする）に基づき、

交通事故の被害者救済を目的

とした強制保険 

◇被害者保護の観点から、社会

保障的な要素が強く、大量の

事案を扱うため、迅速処理の

必要から、支払基準について

も定型・定額化されている 

◇被害者 1 名につき支払い保険

金に限度が設けられている 

 

◇他の保険と同様に、いくつか

の免責規定（保険金を支払わ

ない場合）がある 

◇算定にあたっては、一般の損

害賠償理論に基づいた査定が

される 

保険金を請求 

できる者 

◇被保険者―自賠法第 15 条 

 保有者・いわゆる加害者請求 

◇被害者―自賠法第 16 条 

 いわゆる被害者請求 

◇被害者代位請求―国保法第

64 条第 1 項によるもの 

 

 

 

 

◇被保険者 

 ①記名被保険者 

 ②被保険自動車を使用、また

は管理中の次の者 

 ア．①の配偶者 

 イ．①またはその配偶者の同

居の親族 

 ウ．①またはその配偶者の別

居の未婚の子 

 ③許諾被保険者（自動車取扱

業者を除く） 

 ④①の使用者（使用の業務に

使用中に限る） 

◇損害賠償請求権者（被害者直

接請求）国保求償もこの中に

入る 
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保険金の支払 

われる範囲 

◇自動車の「運行によって」生じ

た人身事故による損害 

◇自動車の「所有・使用・管理に

起因して」生じた人身事故に

よる損害額から自賠責保険等

で支払われる金額を差し引い

た額とする 

 

保険金の支払 

われない場合 

無責 

次の 3 条件を証明したときは第

三者無責となる 

◇事故及び運転者が自動車の運

行に注意を怠らなかったこと 

◇被害者または運転者以外の第

三者に故意または過失があっ

たこと 

◇自動車に構造上の欠陥・機能

の障害がなかったこと 

◇保険契約者、記名被保険者ま

たはこれらの者の法定代理人

の故意によって発生した損害 

◇記名被保険者以外の契約者の

故意によって生じた損害。た

だしそれによって契約者が賠

償責任を負担することによっ

て被る損害に限る 

◇契約者が、損害賠償に関し第

三者との間に特約を締結して

いるときは、加重された損害

賠償責任を負担することによ

って被る損害 

◇次の者の生命または身体が害

された場合 

 ア．記名被保険者 

 イ．契約自動車を運転中の者

またはその父母、配偶者

もしくは子 

 ウ．契約者の父母、配偶者また

は子 

 エ．契約者の業務（家事を除

く）に従事中の使用人 

 オ．契約者の使用者の業務に

従事中の他の使用人 
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支払われる 

保険金の限度 

自賠法施行令で定められている

金額は以下のとおり 

※被害者 1 人当たりの金額 

①傷害による損害 120 万円 

②後遺障害による損害 第 1 級

4,000 万円から第 14 級 75 万

円まで 14 段階 

③死亡の場合 

 ア．死亡による逸失利益、慰謝

料 等 の 損 害 に 対 し て 

3,000 万円 

 イ．死亡に至るまでの傷害に

よる損害 120 万円 

◇1 名保険証書記載の保険金額 

◇支払額 

 損害賠償責任額＝相手の損害

額×自身の過失割合 

仮渡金の請求 

◇自賠法 17 条により被害者請

求ができる 

 ア．死亡の場合 290 万円 

 イ．傷害の場合 その程度に

応じ 40・20・5 万円 

 

内払金の請求 

 ◇示談成立前でも被害者の治療

費、看護料及び休業損害（自賠

責保険で支払い済みの額を除

く）については、必要に応じて

行う 

同時請求 

の場合 

◇加害者請求を優先 

◇被害者請求と国保求償の競合

の場合、被害者請求が優先 

 人身傷害補償保険との競合の

場合、それぞれの損害に応じ

て按分される 

 

◇原則的に被害者請求優先 
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減額または 

過失相殺 

減額 

◇重大な過失によるもの 

 ア．被害者の軽過失は対象外 

 （無過失責任に近い考えの為） 

 イ．被害者に重過失がある場

合のみ 20・30 または 50％の

減額 

 （傷害による損害及び死亡に

至るまでの傷害については

20％のみ） 

過失相殺 

◇被害者に過失がある場合、又

は好意同乗の場合、判例及び

認定基準を参考にして妥当な

割合により過失相殺・減額を

行う 

 （公平負担の原則） 

時 効 

◇加害者請求の場合は、加害者

が被害者に損害賠償金を支払

った日から 3 年 

◇被害者請求の場合は事故日か

ら 3 年 

 

傷害による損害 

①治療費関係 

 

 

②休業損害 

 

 

 

 

 

 

 

③慰謝料 

 

◇治療費、看護料、諸雑費、通院

交通費等 

 

◇治療期間の範囲内で妥当な休

業日数に対して支払われる 

 1 日につき 19,000 円を限度と

して実費を認定 

 収入額の立証資料のない者、

主婦並びに家事従事者は 1 日

につき 6,100 円を基準とする 

 

◇対象となる日数に 4,300 円を

乗じたもの 

 

◇自賠責保険と同様 

 

 

◇治療期間中の休業による損害

は収入減の実額 

 

 

 

 

 

 

◇定額的な補償は行わず、被害

者の諸条件を考慮した妥当な

金額 

（令和 4 年 4 月現在） 
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２ 無料交通事故相談機関 

 

※高知県の相談所  

 高知県交通事故相談所 

  高知市丸ノ内 1 丁目 2－20 

  高知県本庁舎 4 階 

  TEL 088－823－9578（直通） 

 

※高知弁護士会 

  高知市越前町 1 丁目 5－7 

  高知弁護士会 

  TEL 088－872－0324 

 

※社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター四国  

  香川県高松市古新町 8－1 

  髙松スクエアビル 3 階 

  TEL 087－883－1031 


